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秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久
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秋
田
県
規
則
第
三
十
三
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
三
項
中
「
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
林
業
研
究
研
修
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
、
「
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
総
務
企
画
室

長
」
を
「
林
業
研
究
研
修
セ
ン
タ
ー
総
務
企
画
室
長
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
三
第
二
項
中
「
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
」
を
「
林
業
研
究
研
修
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
三
号
の
表
地
方
公
所
（
東
京
事
務
所
、
大
阪
事
務
所
、
名
古
屋
事
務
所
、
福
岡
事
務
所
及
び
企
業
立
地
事
務
所
を
除
く
。
）

の
項
中
「
、
農
業
研
修
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
第
十
号
中
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
使
用
料
」
の
下
に
「
、
少
年
自
然
の
家
使
用
料
」
を
加
え
、
同
項
中
第
二
十
二
号

を
削
り
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
一
・
〇
五
」
を
「
一
・
〇
八
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
九
条
第
二
項
中
「
指
定
金
融
機
関
を
経
由
し
て
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
支
払
場
所
が
日
本
国
内
に
あ
る
と
き
は
、
隔
地
払
通
知
書
（
送
金
案
内
）
を
指
定
金
融

機
関
を
経
由
し
て
債
権
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、

「
同
条
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
三
条
の
五
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
三
条
の
七
第
一
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
条
第
五
号
」
を
「
第
六
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
三
条
の
九
第
二
項
第
七
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
七
条
第
二
項
中
「
と
き
は
」
を
「
と
き
（
当
該
支
払
場
所
が
日
本
国
内
に
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
」
に
改
め
る
。
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第
三
百
三
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
百
分
の
八
・
四
」
を
「
百
分
の
八
・
六
四
」
に
、
「
百
分
の
九
・
八
七
」
を
「
百
分
の
十
・
一

五
二
」
に
、
「
百
分
の
一
・
四
七
」
を
「
百
分
の
一
・
五
一
二
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
の
項
中
「
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
推
進
室
長
」
を
「
あ
き
た
び
じ
ょ
ん
室
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
農
林
水
産
部
長
の
項
中
「
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
」
を
「
林
業
研
究
研
修
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
二
第
九
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九
十
六

削
除

別
表
第
二
の
二
第
九
十
九
号
の
十
五
中
「
犬
猫
引
取
り
手
数
料
」
を
「
犬
猫
引
取
手
数
料
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
七
十
三
条
の

五
、
第
百
七
十
三
条
の
七
第
一
号
並
び
に
第
百
七
十
三
条
の
九
第
二
項
第
七
号
の
改
正
規
定
は
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の

調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
同
月
十
六
日
）
か
ら
、

第
四
十
五
条
第
二
項
第
十
号
の
改
正
規
定
は
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


